
訓令番号 訓     令     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

訓令第８号 さいたま市職員服務規程の一部を改

正する訓令 人 事 課 令和５年９月２９日 

訓令第９号 さいたま市車両管理規程の一部を改

正する訓令 庁 舎 管 理 課 令和５年１１月１７日 

 



 

さいたま市訓令第８号 

   さいたま市職員服務規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市職員服務規程（平成１３年さいたま市訓令第６号）の一部を次のように

改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（出退勤） （出勤簿） 

第１１条 職員は、定刻までに出勤し、別に定める

方法により、出勤したことを自ら記録しなければ

ならない。ただし、出張等により出勤したことを 

自ら記録できないときは、別に定める方法により、

出勤したことを記録するものとする。 

第１１条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に自

ら押印しなければならない。ただし、あらかじめ

所属長の承認を得たもので公務により出勤簿に押 

印することができないときは、この限りではない。

２ 職員（庶務事務システム（電子計算機を用いて、

職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を 

総合的に管理するシステムで、総務局人事部人事 

課長が管理するものをいう。以下同じ。）により 

出退勤を管理する職員に限る。）は、退勤すると 

きは、別に定める方法により、退勤したことを自 

ら記録しなければならない。ただし、出張等によ 

り退勤したことを自ら記録できないときは、別に 

定める方法により、退勤したことを記録するもの 

とする。 

 

  

（庶務事務システムによる処理）  

第２８条 この訓令に定めのある請求、届出その他

の手続について、庶務事務システムを利用するこ

とができるときは、原則として庶務事務システム

を利用する方法により行うものとする。 

 

２ この訓令に定めのある請求、届出その他の手続

に当たり作成等する書類については、庶務事務シ 

ステムにより作成等する電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ 

とができない方式で作られる記録をいう。）をも 

って代えることができる。 

 

  

 （会計年度任用職員についての適用除外等）  （会計年度任用職員についての適用除外等） 

第２９条 第８条、第９条、第１５条、第２２条及 第２８条 第８条、第９条、第１５条、第２２条及



 

び前２条の規定は、法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員には適用しない。 

び前条の規定は、法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員には適用しない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

第３０条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

  

   附 則 

 この訓令は、令和５年１０月１日から施行する。 



 

 

さいたま市訓令第９号 

   さいたま市車両管理規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市車両管理規程（平成１３年さいたま市訓令第９号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（車両等の管理） （車両の管理） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ アルコール検知器（道路交通法施行規則（昭和

３５年総理府令第６０号）第９条の１０第６号に

規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。）

の管理は、安全運転管理者が指名した者が行う。

ただし、安全運転管理者が置かれない所属におい

ては、車両管理者がアルコール検知器の管理を行

う。 

３ 前項に規定する安全運転管理者の指名を受けた 

者は、安全運転管理者の求めがあった場合には、 

前項の管理の内容について報告しなければならな 

い。 

 

 

 （運転管理者の職務）  （運転管理者の職務） 

第８条の２ 運転管理者の職務は、次のとおりとす

る。 

第８条の２ 運転管理者の職務は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ [略] 

 ⑵ 車両の運転の開始前及び終了後の運転者に対

し、酒気帯びの有無について、目視等で確認す

るほか、アルコール検知器を用いた確認を行う

こと。 

 ⑶～⑸ [略] 

２ ［略］ 

 

⑴ [略] 

 ⑵ 車両の運転の開始前及び終了後の運転者に対

し、酒気帯びの有無について、目視、点呼等で

確認すること。 
 
 ⑶～⑸ [略] 

２ ［略］ 

 

様式第３号及び様式第４号（その１）から様式第４号（その４）までを次のように

改める。 

 



様式第３号（第１３条関係） 
日  常  点  検  表（  年  月） 

 
  使 用 課 所 名      登 録 番 号     

判

定 

異常なしの場合 ○ 
 車 両 管 理 者 等  

  
  

異常ありの場合 × 
 

 
点 検 箇 所 点   検   内   容 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

 
８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

１ タイヤ 

タイヤの空気圧が適当であること 
（タイヤ接地部のたわみ等で判断） 

                                                             

き

亀裂及び損傷がないこと 
                                                             

異状な摩耗がないこと 
                                                             

２ ブレーキ 

ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレ

ーキのききが十分であること 
                                                             

駐車ブレーキレバーの引きしろ（踏みし

ろ）が適当であること 
                                                             

ブレーキの液量が適当であること 
                                                             

３ 灯火装置及び

方向指示器 
点灯又は点滅具合が不良でなく、汚れ及び

損傷がないこと 
                                                             

４ 運行において

認められた異
状があるか 

運行中に異常があった場合は車両管理者に

報告すること 

                                                             

５ 車の傷等 乗車前後、車に傷や凹みがないか確認し、

あった場合は車両管理者に報告すること 
                                                             

６ 車検の有効期
間 

乗車前、検査標章や車検証等により車検の

有効期間内であることを確認すること 
                                                             

運転毎に必ず各項目を確認し、記入を行うこと。 

＊以下は自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うこと。 
１ タイヤ 溝の深さが十分であること                                                              

２ バッテリー 液量が適当であること                                                              

３ 原動機 

冷却水の量が適当であること                                                              

ファンベルトの張り具合が適当であり、損
傷がないこと 

                                                             

エンジンオイルの量が適当であること                                                              

原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、

異音がないこと 
                                                             

低速及び加速の状態が適当であること                                                              

４ ウインドウ・
ウォッシャ及

びワイパー 

ウインドウ・ウォッシャの液量が適当であ

り、噴射状態が不良でないこと 
                                                             

ワイパーの払拭状態が不良でないこと                                                              

＊以下はエアブレーキ搭載車両のみ行うこと。 

１ ブレーキ 

空気圧力の上がり具合が不良でないこと                                                              
ブレーキペダルを踏み込んで放した際、ブ
レーキバルブからの排気音が正常であるこ

と 

                                                             

２ エア・タンク エア・タンクに凝水がないこと                                                              



様式第４号（その１）(第１３条、第１４条関係) 

記入は黒（ボールペン等）で明確に記入すること。また、給油数量は必ず記載すること。 

 

車両運行日誌（ガソリン車・ディーゼル車） 
前 月 最 終 

累 計 運 行 距 離 

前 月 最 終 

燃 料 残 量 
課 所 名  

車両管理者等 

 
 （   年   月）  満・ + ・ 空 車両登録番号  

日 
曜

日 

天

候 
運 行 先 

運 行 時 刻 

（酒気帯び確認時刻） 
使用課所名 運転者氏名 用  務 累計運行距離 

給 

油 
燃 料 残 量 

確認 

時期 

酒気帯びの 

目視等の確認 

(確認者氏名を記入) 

アルコール検知器 

での確認 

（数値を記入） 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発  

   
Km ℓ 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁  運転後  mg/ℓ 



様式第４号（その２）(第１３条、第１４条関係) 

記入は黒（ボールペン等）で明確に記入すること。また、累計電力量は充電設備のメーターを確認し必ず記載すること。 

 

車両運行日誌（電気自動車） 
前 月 最 終 

累 計 運 行 距 離 

前 月 最 終 

累計電力量 
課 所 名  

車両管理者等 

 
 （   年   月）  ． Kwh 車両登録番号  

日 
曜

日 

天

候 
運 行 先 

運 行 時 刻 

（酒気帯び確認時

刻） 

使用課所名 運転者氏名 用  務 
累計運行距

離 

累計電力量 

（ﾒｰﾀｰの数

値） 

残 量 
確認 

時期 

酒気帯びの 

目視等の確認 

(確認者氏名を記入) 

アルコール検知器 

での確認 

（数値を記入） 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ． Kwh 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 



様式第４号（その３）(第１３条、第１４条関係) 

記入は黒（ボールペン等）で明確に記入すること。また、給油数量は必ず記載すること。 

 

車両運行日誌（天然ガス自動車） 
前 月 最 終 

累 計 運 行 距 離 

前 月 最 終 

燃 料 残 量 
課 所 名  

車両管理者等 

 
 （   年   月）  ．  MPa 車両登録番号  

日 
曜

日 

天

候 
運 行 先 

運 行 時 刻 

（酒気帯び確認時

刻） 

使用課所名 運転者氏名 用  務 累計運行距離 
ＣＮＧ 

充填 
燃 料 残 量 

確認 

時期 

酒気帯びの 

目視等の確認 

(確認者氏名を記入) 

アルコール検知器 

での確認 

（数値を記入） 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運 転 後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km ㎥ ．  MPa 

運 転 前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 



様式第４号（その４）(第１３条、第１４条関係) 

記入は黒（ボールペン等）で明確に記入すること。また、給油数量は必ず記載すること。 

 

車両運行日誌（燃料電池自動車） 
前 月 最 終 

累 計 運 行 距 離 

前 月 最 終 

燃 料 残 量 
課 所 名  

車両管理者等 

 
 （   年   月）  満・ + ・ 空 車両登録番号  

日 
曜

日 

天

候 
運 行 先 

運 行 時 刻 

（酒気帯び確認時刻） 
使用課所名 運転者氏名 用  務 累計運行距離 

水素

ガス

充填 

燃 料 残 量 
確認 

時期 

酒気帯びの 

目視等の確認 

(確認者氏名を記入) 

アルコール検知器 

での確認 

（数値を記入) 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発 ： 

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁 ： 運転後  mg/ℓ 

    
出 発  

   
Km kg 

満 ・ + ・ 空 
運転前  mg/ℓ 

帰 庁  運転後  mg/ℓ 



 

 

附 則 

 この訓令は、令和５年１２月１日から施行する。 


